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小中学校プール施設のあり方の方針について 

 

 

  小中学校のプール授業における児童・生徒の安全安心な環境の実現、教員の負担軽

減、改築時期を迎える施設整備の財政負担軽減などを目的として、今後の小中学校プ

ール施設のあり方について、昨年度より検討を行ってきたところです。さらに今年度

は、民間施設やエコパークを活用するモデル事業の実施や、各パターンにおける事業

費の精査、バスの確保に向けた検討を進め、これらの検討結果や学校の意見等を踏ま

え、小中学校プール施設のあり方の方針を取りまとめました。 

 

１ 市内小中学校の現状 …（令和５年 12 月定例月会議委員会協議会資料「以下、委員会資料」より抜粋） 

(1) 学習指導要領上の水泳の指導基準 

  ・学習指導要領において発達段階に応じた習得が求められている。 

  ・プールは学校の必須施設とされていない。(民間施設や共同利用も可能) 

(2) 水泳授業等の現状 

・猛暑日やゲリラ豪雨が増加し計画的な授業や水泳記録会の実施が困難。  

・近年の猛暑による熱中症の恐れ。  

・授業は夏期のみのためプールの稼働率が低い。 (地区水泳の実施無し) 

(3) 維持管理の現状 

・教員は土日も含めた業務となるため、大きな負担となっている。 

(4) 老朽化したプール施設の現状 

・７割の施設が今後10年以内に改築または大規模な改修を行う必要がある。 

(5) 近年に実施した修繕工事費 

  ・防水工事関係とろ過装置関係が大半を占めますが、近年ではプールサイドの老

朽化が進行しており、今後工事費用が増加すると予想される。 

(6) 年間の維持管理費 

 ・小中学校全体で年間2,000万円以上の施設修繕や光熱水費が掛かっている。 

 

２ 現状の課題…（委員会資料より抜粋） 

(1) 猛暑日やゲリラ豪雨に影響されない計画的な授業時間の確保 

(2) 近年の猛暑により熱中症や紫外線対策の必要性 

(3) 水質管理や施設管理を担う教員負担の軽減 

(4) 今後の改築および大規模改修費用の縮減 
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３ 基本的な考え方および環境整備基本方針 …（委員会資料より抜粋） 

昨年度お示しした、基本的な考え方および環境整備方針のもと、今後の小中学

校プール施設のあり方検討を進めています。 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４ 本市における具体の方向性の検討（パターン案）について…（委員会資料より抜粋） 

昨年度、図表１のフローに従い、コスト面や運用性から実現の可能性が高い５パタ

ーンを作成しました。なお、集約を行う案については「エコパークを最大限利用する

こと」、「屋内集約施設を建設する場合は必要最小限の数とすること」を条件としてい

ます。 

  

 

基本的な考え方 

小学校における体験や中学校における専門的な学びなど、発達段階に応じた 

水泳教育の堅持  

環境整備基本方針 

(1) 近年の猛暑等に対応した安全安心な環境整備 

(2) 施設改築時期および財政計画を見据えた様々な手法検討（民間の活用、集約化） 

(3) 教員の負担軽減および働き方改革の実現  
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５ 事業費の検討について 

(1) 算定条件 

ア 期間 

「守山市学校施設長寿命化計画」では、竣工後 80 年を目途に改築を実施する

計画になっています。これに対し事業費を算出する上で、社会情勢が目まぐるし

く変化する昨今では、80 年という期間では確実性の高い金額が算出できないた

め、長寿命化改修工事を実施するタイミングである 40 年間で算定します。 

イ 児童・生徒数 

住民基本台帳および宅地開発情報をもとに教育委員会が作成している生徒・児

童数推計を基に、各学校の想定される生徒・児童数およびクラス数で算定します。 

ウ 授業回数と期間 

校外の屋内温水プールを利用する場合では、２限連続授業を小学校５回、中学

校３回(中学３年生は実技指導はなし)で算定します。授業期間は４月下旬から

11 月下旬（夏休み期間はなし）で算定します。 

エ 移動方法 …（10 頁 ７ 集約施設を利用する場合のバス確保に向けた検討について参照） 

   民間施設（守山イトマン）利用校：徒歩移動 

   その他校外施設利用校：中型バス２台（市購入、運転手委託）で移動 

不足分は大型バス（委託）で移動 

オ 各施設の算定項目 

        市の実績費用や委託業者によるヒアリングによる実勢価格で算定します。 
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 カ 施設整備の条件について   

    各パターンにおいて、施設を整備する条件を整理します。なお、令和６年度時

点で築年数が 30 年を越える学校は築 50 年で改築とし、築年数が 30 年未満の学

校（守山小学校・中洲小学校・守山中学校）および改築後の屋外プールは、長寿

命化計画に基づいて改修工事を実施し、築 80 年で改築を行うものとします。 

 

(2) パターン別算定結果 

 各パターン別に 40 年間の事業費を算定した結果は以下のとおりです。 
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(3) 事業費算定結果まとめ 

40 年間の事業費算定結果をパターン別に比較した図は以下のとおりです（図表

５-３）。結果について、最もコストが削減できる実施パターンはパターン２であり、

次いでパターン５、パターン３となります。従来方式であるパターン１を基準とし

た場合、それぞれの削減費用はパターン２で 20.8 億円、パターン５で 9.0 億円、

パターン３で 3.8 億円となります。 

内容を確認すると施設の整備や改修費（長寿命化改修、予防改修含む）などのハ

ードに係る費用が大きな割合を占めており、既存の小中学校プール施設や新築する

施設を減らすことが事業費の削減効果を高めることが分かります。 
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６ 職員アンケート 

(1) アンケートの実施 

近年の授業環境の変化を踏まえ、各パターンにおいて今後授業運営が可能かにつ

いて、また、どのパターンが良いか等、小中学校の校長、教頭、体育主任にアンケ

ートを実施した結果は、次のとおりです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

アンケートの結果、どのパターンにおいても授業の運営が可能、もしくはどちら

かというと可能という声が 5 割を超えているが、パターン５においては不可能と考

える教員が突出して少なく、今後においても持続可能なパターンであることが窺え

ます。また、どのパターンが良いかとの問いに対してもパターン５は最もポイント

が高いことが分かります。 

また、従来どおりの方式であるパターン１が最もポイントが低く、パターン 3 や

パターン４，パターン５の集約施設を建設するパターンのポイントが高いことが分

かり、外部の屋内温水プールを利用することについて抵抗感が低いことが分かりま

す。 

 

(2) 部活実施校の意見 

守山南中学校、守山中学校の水泳部顧問にヒアリングを実施した結果、現在でも

冬季は守山イトマンスイミングスクールやエコパークのプールを使用して部活動

を実施しているため、校外の屋内温水プールを利用することに抵抗は少ないようで

した。また、屋外プールの維持管理、水質管理は非常に負担が大きいようでした。 

 

(3) 集約施設で授業する場合の懸念点 

アンケートによると、最大８校で利用する集約施設においては、夏季以外に授業

を実施する学校が多くなるため、年間行事（運動会や職業体験等）と水泳授業の日

程調整が必要という意見や、貸し切りバスなど移動手段の安定した確保が必要であ

るという意見がありました。 
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７ 集約施設を利用する場合のバス確保に向けた検討について 

 

(1) 乗降場所の可能性調査 

各小中学校におけるバスの乗降場所について、学校へのヒアリング実施および市

が保有している中型バス実走調査を実施し、検討を行いました。結果については、

図表７—１のとおりです。 

 

 

 

 

 

 

 

プール授業期間は毎日複数回発着することから、安全および授業時間の確保を

考慮すると学校近くでの乗降が望ましく、全小中学校の乗降場所を検討（図表７

－1）すると、中型バスでの移動が望ましいと考えます。中でも守山小学校は敷地

内での乗降が難しいため、楓参道側からの乗降も検討いたします。 
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 (2) 授業のバス運行について 

集約施設を新設した場合のバス移動について、コスト面や運用性の実現が高い

２案について検討を行いました。 

 

   ア 案１：中型バス２台を利用した場合 

 

 

  

   イ 案２：大型バス２台を利用した場合 

 

 

 

    

(3) まとめ  

乗降場所の可能性調査やバス運行の検討から、中型バスの利用が有効であるこ

とが分かりました。また、前項の 40 年間の事業費算定の結果から、全てのバス

運行を委託する場合と比較して、中型バスを２台購入し運転業務を委託する場合

40 年で３億円程度削減できることが分かりました。しかしながら、１学年３ク

ラスの小学校は、３クラス同時に授業をしたいという要望もあるため、補助席を

利用した運行や、市バスを補完的に使用するなど、中型バス２台の購入を前提と

した、社会情勢に左右されにくい安定した運用方法を検討してまいります。 

また、水泳授業を実施する施設が増えるにつれて移動に必要であるバスの台数

も増加するため、利用施設はできるだけ減らすことや、徒歩で向かうことができ

る施設を利用することなど、バスの利用台数を減らすことが求められます。 

 

中型 バ ス は、 ２ ク ラス ず つ の移 動 に    

なりますが、バスを効率的にピストン輸送

することで、２、３限にも移動が可能にな

ります。また、更衣室の利用時間が分散さ

れるため、施設の利用がスムーズになりま

す。 

なお、全小中学校を中型バスで運用した

場合は、４月から 11 月まで毎日運行するた

め、バスを購入することで、バスと運転手

の確保にも有効な案になります。  

２限ごとに３クラスの移動が可能です

が、施設の同時利用人数を考慮すると、中

型バスの様に２、３限を利用した授業は、

難しい状況です。 

また、大型バスでの移動が難しい学校が

あるため、学校に合わせて大型バスと中型

バスを委託業務の発注する事務の調整が煩

雑になることが予想されます。  
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８ パターン別の総合評価 

前項までの検討を踏まえ、メリットが多いと思われるものから◎〇△×の４段階で

整理・評価しました。 

 

 

 

 

 

 

それぞれの実施パターンにおいてメリットやデメリットはあるものの、パターン３、

パターン５においては大きなデメリットがないことが分かります。特にパターン５で

は、全校が屋内温水プールを利用するため授業環境の平等性が高く、天候によらない

安定した授業が実施できます。また、コスト削減効果は、パターン１と比較すると 40

年間で 9.0 億円の削減が見込めます。さらに、インストラクターによる指導補助も見

込めるため、生徒児童の見守り人員増加が期待できます。 

なお、今後の児童・生徒数の動向を鑑みると民間施設の利用が困難な場合において

は、使用期間や授業回数を調整することで、集約施設の利用が可能です。 

以上のことから総合的に判断すると、パターン５が校内の屋外プールで実施する水

泳授業の諸問題を改善する効果が最も高い案であると考えます。 
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９ 建設場所について 

(1) 建設エリアおよび候補地について 

公有地であり、かつ、将来的に集約施設を利用する可能性がある小中学校から移

動時間に偏りが出ないよう建設エリアを選定すると、守山市運動公園周辺エリアが

適していることがわかりました（図９-１）。次に、このエリア内で集約施設の建設

に必要な敷地面積（約 2,500 ㎡）とバス乗降スペースが確保できる場所を検討した

結果、図９-２に示した２敷地が候補地として考えられます。  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) 各候補地の詳細 

ア 候補地１ (すみれ保育園横) 

土地開発公社の所有地であり、約 2500 ㎡の未利用地です。建設の際には、土

地の買戻しを行う必要があります。また、第１種公共公益施設特別用途地区に

該当するため、学校施設としてのプールであっても単独の水泳場の建築が規制

されていることや、公園を挟む接道のない敷地であるため、都市計画法、建築

基準法への適合の検討が必要です。 

 

イ 候補地２ (守山市民運動公園内の交通園) 

整備された当時は、交通安全教室に利用されていましたが、現在では自転車

の練習や交通安全に親しむ広場として使用されています。また、守山市民運動

公園内であるため、公園施設である市民プールとして建設することが求められ

ます。 



 

- 14 - 
 

(3) 建設場所について 

前項までの検討から、学校施設としてのプールを建設するため、建設場所は候

補地１・２の両候補地で、法適合等様々な観点から検討を進めます。なお、候補

地１では学校施設環境改善交付金(文部科学省)を活用する予定であるため、授業

を実施していない時間にあたっては、支障のない範囲で一般開放することが求め

られます。 

 

10 事業手法の決定 

(1)  事業者ヒアリングの実施 

想定される事業手法について、近隣自治体の屋内温水プール管理運営事業者お

よび設計・施工関連事業者にヒアリングを行った結果は次のとおりです。 

 

 

(2) 事業方式の決定について 

本施設は大部分を学校の授業や部活動で使用するため、民間の創意工夫の余地

が小なく、事業費の規模も小さいため、PFI 事業方式や民間投資方式には馴染ま

ないというヒアリング結果でした。また、DB 方式や DBO 方式についても、事業規

模が小さいことや建設関連コストが急騰(特に設備関連費)していることから、事

業費のコントロールが難しく、取り組みにくいという意見が多い結果でした。 

以上より、小中学校のプール施設の老朽化の進行を考慮すると、集約施設は出来

る限り早い供用開始が望まれることや、設計、工事、運営管理を段階的に発注する
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ことで社会状況に対して柔軟に対応できることから、従来方式が優位であると考え

ます。なお、運営および施設管理のしやすい施設とするため、屋内温水プール運営

事業者の意見を取り入れながら設計を実施していきます。 

 

11 方針の決定 

以上の検討を踏まえ、小中学校プール施設のあり方の方針は次のとおりとします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 予定事業スケジュール（案） 

  従来方式において想定される全体スケジュールは次のとおりです。 

 

13 今後の予定 

 令和６年 12 月 文教福祉常任委員会協議会(方針の決定) 

 令和７年３月  文教福祉常任委員会協議会(建設場所の決定) 

令和７年４月  設計者選定プロポーザル公告  

 

14 今後の学校プール施設について 

(1) 学校プール貯水の二次利用(消防・災害用)について 

本市の小中学校プール施設は、敷地や建物規模により必要となる消防水利の指定

や消防用水の設置が必要な建物に該当していないため、原則解体が可能ですが、関

係課や関係機関と協議を行いながら今後の方針について検討を進めてまいります。 

(2) プール跡地活用について 

プールの跡地については学校や庁内関係課と協議し、学校運営に最適なあり方を  

検討いたします。 

 


